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１ 多面的機能支払交付金の活動の意義
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① 多面的機能支払交付金で実施する様々な活動
○地域の共同活動による多面的機能の発揮を促進するため、
・農地維持支払においては、草刈りや水路の泥上げ、農道の路面維持等の多面的機能を支える地域共同活動を実施。
・資源向上支払においては、水路、農道等の軽微な補修や農村環境の良好な保全等の地域資源の質的向上を図る地域共同活動を実施。

ああ加えて、農地周りの水路、農道等の補修・更新等による施設の長寿命化のための活動を実施。

２農道の路面維持

施設の点検

水路の泥上げ農地法面の草刈り

組織運営に関する研修 農道の補修

生きもの調査

施設の機能診断

直営施工による水路補修

未舗装の農道を
アスファルトで舗装

防災・防災力の強化
（田んぼダム）

【農地維持支払】 【資源向上支払】

水路の草刈り



② 自助・共助・公助と多面的機能支払交付金
○農村地域においては、農地の管理を個人が行う「自助」の取組と、農地回りの作業を地域共同で行う「共助」の取組、それらを行政等が
支援する「公助」の仕組みがあり、それらのバランスと相互関係が農村地域の維持・発展を図る上で重要。

○多面的機能支払交付金は、水路・農道等の保全管理を行う地域の共同活動を国や地方自治体が支援する「公助」の仕組み。

地域共同で管理個人が管理

末
端
水
路

農

道

農
地
法
面

公助
（多面的機能支払交付金）

共助自助

農

地

【農地の管理】

・耕うん
・作付け（田植え）
・水やり（水管理）
・収穫（稲刈）
・出荷 等
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【地域で行う共同活動】

・寄合（話し合い・合意形成）
・施設の点検
・農地法面等の草刈り
・末端水路等の管理（泥上げ等）
・農道の補修・整備 等



③ 集落戸数と集落機能の関係について
○集落の総戸数が10戸以下になると集落活動が急激に低下
○人口が減少する中においても地域社会が維持され農村の振興が図られるためには、集落活動（=集落機能）の維持・向上が必要。
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④ 集落自らの発想による自発的展開
○農村地域における人口減少・高齢化等に伴い、農村コミュニティが脆弱化し、地域資源の保全管理に関する集落活動の停滞が懸念。
○多面的機能支払活動の活動組織により、農業者や地域住民等が共同活動を行うことで、地域資源の適切な保全管理がされるだけでなく、
農村コミュニティの活性化に貢献。

個々の農家による資源の保全管理 地域の共同活動による資源の保全管理

■泥上げがされないこと
による排水不良が発生

■草刈りがされない
ことによる作業効率
の低下

■農道不陸による
作業効率の低下

■寄合い

■江ざらい（水路）

共同活動により資源の適切な保全管理

■草刈り■道普請（みちぶしん）

多面的機能支払
活動組織設立

多面的機能支払の運営
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２ 地域の力を引き出す仕組み
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① 過去からの仕組みとこれからの姿
○過去、農村地域は、農業者が大宗を占める中で共同作業を行っていたが、農村の構成が多様化することにより、現在は多様な主体が協力
して作業を実施。

○今後、人口減少・高齢化が進展する中にあっても、効率的に共同活動を実施していくため、地域外の外部人材や省力化技術の活用が重要。

これから

農業者が大宗を占める農村集落

- 外部人材の活用 -

- 省力化技術の活用 -

現在過去

混住化の進展による
多様な主体で構成される農村集落

人口減少
高齢化

７

農村の構成
が多様化

〇多様な人材の参画
〇活動組織の広域化
〇デジタル技術の活用等による

業務の効率化 等

新たな「食料・農業・農村基本計画」

大学生の参画 建設コンサルタントの参画

ロボット草刈機の導入 ドローンの導入



３ 予算の確保
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① 日本型直接支払制度導入までの経緯
○平成12年度より、中山間地域の条件不利を補填するため、我が国初の直接支払として中山間地域等直接支払を開始。
○平成18年度の実験事業を経て、平成19年度より、農地・農業用水等の保全と質的向上に資する共同活動と、化学肥料・農薬の低減など
環境保全に向けた営農活動を支援するため、農地・水・環境保全向上対策を開始。

○平成26年度より、日本型直接支払（中山間地域等直接支払、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払）を開始。
○平成27年度より、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として実施。

９
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農地・水保全
管理支払

中山間地域の条件不利性を補正

農地・農業用水等の保全と質的向上に資する共同活動を支援

化学肥料・農薬の低減など環境保全に向けた営農活動を支援
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② 農林水産省の認識
○農地・水・環境保全向上対策は、平成１９年度に創設され、平成２６年度からは多面的機能支払交付金として実施。
○令和７年度予算において、５００億円を確保し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動を支援。
○農林水産省非公共予算が減少傾向の中、本交付金は一定水準を確保。
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予算額（国費）、取組面積の推移

※ H25までは共同活動支援交付金＋向上活動支援交付金＋推進交付金
H26からは、農地維持支払交付金＋資源向上支払交付金＋推進交付金
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③ 多面的機能支払交付金の取組事例
○ 「田んぼダム」の取組は、主に下流住民が恩恵を受けることから、負担と受益が一致しないことが取組拡大の課題であるが、多面的機
能支払の活動組織が地域に存在することで、地域のまとまりが維持され、合意形成が円滑に進み、取組の拡大に貢献。

○また、「田んぼダム」を導入することで、地域防災の強化に寄与するともに、大規模な施設を造成する必要がなく、安価で、早期に効果
が発揮できるため、公共投資の抑制に貢献。
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